
 

「医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行に

ついて」の一部改正の概要（令和６年２月８日付け厚生労働省医政局長通知） 

 

 

１． 制度の概要 

 臨床研修の実施や臨床研修病院の指定を受けようとする場合の手続等は、医師法第

十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令（平成14年厚生労働省令第158

号）及び「医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行につい

て」（平成15年６月12日付け医政発第0612004号厚生労働省医政局長通知。以下「施

行通知」という。）に規定されている。 

 

 

２． 改正の趣旨 

令和６年２月８日に、医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令

の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 26号）が公布・施行され、法第 16条

の２第１項に規定する外国の病院で厚生労働大臣の指定するものの指定の基準等が定

められたことに伴い、施行通知において、その手続等を定めるための改正を行い、周

知するもの。 

 

 

３． 施行日 

令和６年２月８日 

 


